
これで急な降雪もOK！　タイヤ付属品ランキング！ 春に三日の晴れなし

今回紹介させて頂いた商品はどれも補助的な商品ですが、車に準備しておくだけで、
いざと言う時役立つと思います。
これから間もなく暖かくなると思いますが、万全の対策で安全に仕事場へ向かえるよ
うにしましょう！

第1位 オートソックス（布製タイヤ滑り止め）　￥8,220
手軽に装着可能で、 使用後丸洗いも可能な首都圏向きの一品！
強度があまり無いのが玉に瑕ですが、 コンパクトになるのでとても便利です。

第2位 スプレー式タイヤチェーン【TYRE GRIP タイヤグリップ】　￥3,000
ノルウェーで開発、 アメリカで改良された商品です。 イメージは防水スプレーです。

第3位 ゴムチェーン　￥12,000
スタッドレスタイヤだと高い、 金属のチェーンだと不便という方に人気の商品です。

寒さが厳しい２月も残り僅かとなりました。
寒い冬が終わり、暖かくなると天気の周期も変わります。 春は、晴天が
長く続かないことを表して『春に三日の晴れなし』という言葉がありま
す。 関東の過去１０年のデータで、２月、３月、４月がどれだけ晴天が
続くかを調べてみると、２月は冬型の気圧配置が続いて、平均４ .７日
と晴天は長く続きます。 でも、暖かな春の３月、４月は平均２ .５日と、
晴天は３日も続きません。 まさに、『春に三日の晴れなし』の天気にな
るのです。
今年の３月は消費税増税の影響もあり、例
年以上の現場数があると思います。この時
期は天気が恵まれないことを考慮して余裕
のあるスケジュールを立てていきましょ
う！

買取り担当
石黒・佐藤まで

例年であれば現場も落ち着くこの時期、消費税増税前の
駆け込み需要で、忙しくされているお客様も多いのでは
ないでしょうか？
未だ続くメーカーの欠品の影響もあり、資材の調達も思
うようにいかない状況かと思います。そこで今回は直近
で入荷した資材・今後入荷予定の貴重な中古資材をご案
内させて頂きます！★余剰な資材を必要な資材に変換！

★余剰な資材を売却し、即日現金化！
★運搬費無料対象足場数量･･･住宅棟数　約3～4棟以上
★売却したい資材が少量でも運搬費用の優遇あり！
★売却したい資材の仕分け・積込み等の作業など…
足場資材の買取りなら何でもお気軽にご相談下さい！

●信和Aタイプ　支柱・ブラケット・踏板　各サイズ大量入荷済み！
●三共タイプ　　支柱・手摺・踏板　各サイズ2月下旬入荷予定！
●単管パイプ　　4.0・3.0・2.0m　各サイズ大量入荷済み！

各資材とも、非常にお問い合わせが多い人気の中古資材です。
「資材が足りない」、「資材が足りなくなりそう」なお客様は是非お声
掛け下さい！！

詳しくは各担当営業（石黒・佐藤・一宮）までお問い合わせ下さい。

 買取り時の運搬費無料  即日振込対応！！ 大好評！！
買取り運搬費を全額当社が負担します！

買取り資材入庫完了後、即日概算金額を振込致します！！
買取り運搬費を全額当社が負担します！
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買取り運搬費を全額当社が負担します！

買取り資材入庫完了後、即日概算金額を振込致します！！

《枠組足場・単管ブラケット足場の買取りも喜んでお受け
致します。お気軽にお声掛け下さい。》
※買取り・販売による情報の漏えいは、一切ございません。ご安心下さい！

余裕を
持って。。。

いよいよ4月1日より消費税率が現行の5%から8%に増税されます。
2012年8月10日に、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律案」
が可決され、消費税が増税となりました。
消費税は、「高い財源調達力」、「税収が経済の動向に左右されにくく安定している」、
「特定の人への負担が集中しない」等の理由から、消費税率の引き上げが最もふさわ
しいと考えられ決定されました。
今回の増税は負担が大きいため、2014 年 4月1日に8％（第1段階）、2015年
10月1日（第2段階）の2段階で引き上げされます。
皆様に直接的に関わる工事請負契約は、工事自体が物販ではない「役務の提供」に
なるため、物件引き渡し日（完工日）の税率が適応されます。現場の施工が 3月中
内であっても、解体が 4 月に入った場合は、新税率が適応されます。（ただし、平
成25年9月30日以前に請負契約を締結していて引き渡し日が平成26年 4月1
日以降の場合は旧税率が適応）
企業にとって大きな負担になりますが、駆け込み需要の発生や体質強化の好機をプ
ラスに捉え、正しい知識や情報を得て対策を立てていきましょう！

★最新入荷情報（中古資材）のご案内★

『 新消費税率の適応について 』

適応税率5％の例
①契約日がH25.10.1以前の場合

②契約日がH25.10.1以降、引渡しがH26.4.1以前の場合

適応税率8％の例
③契約日がH25.10.1以降、引渡しがH26.4.1以降の場合
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